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一
　
は
じ
め
に

　
二
〇
二
〇
年
に
入
り
突
然
始
ま
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
は
、
急
速
な
拡
大
に
よ
り
世
界
各
地
で
多
く
の
人
命
を
奪
っ
た
。

二
〇
二
一
年
九
月
末
の
時
点
で
は
、
全
世
界
で
合
計
約
二
億
三
二
〇
七
万
人
の
感
染
と
、
四
七
五
万
人
以
上
の
死
亡
が
確
認
さ
れ
て
い（
1
）る。

感
染
の
波
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
、
欧
米
や
日
本
な
ど
で
は
感
染
開
始
直
後
の
三
〜
四
月
に
第
一
波
を
迎
え
た
後
、
一
度
は
感
染
者
数

が
減
少
し
た
も
の
の
夏
の
終
わ
り
か
ら
年
明
け
に
か
け
て
再
び
急
拡
大
を
見
せ
た
。
イ
ン
ド
や
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
で
は
感
染
が
や
や
遅
れ
て

到
来
し
、
そ
れ
ぞ
れ
変
異
株
の
出
現
に
よ
り
大
き
な
被
害
が
出
た
後
、
そ
の
株
が
他
国
に
も
伝
わ
り
感
染
拡
大
を
続
け
て
い
る
。
先
進
国

を
中
心
に
ワ
ク
チ
ン
の
開
発
と
接
種
が
進
み
、
死
亡
者
数
は
急
速
に
低
減
し
た
が
、
接
種
率
は
七
割
程
度
で
頭
打
ち
に
な
っ
て
い
る
国
が

多（
2
）い。

　
各
国
で
は
感
染
拡
大
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
緊
急
対
策
が
講
じ
ら
れ
た
。
人
の
移
動
や
行
動
は
制
限
さ
れ
、
大
人
数
で
の
集
会
が
禁
止

さ
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
日
常
生
活
は
大
き
な
変
化
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
多
く
の
国
で
発
出
さ
れ
た
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
（
封
鎖

措
置
）
は
、
人
の
行
動
の
自
由
を
守
る
法
規
範
さ
え
を
も
一
時
的
に
停
止
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
象
徴
的
に
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
い

わ
ば
我
々
は
世
界
規
模
で
、
新
し
い
秩
序
や
領
土
、
諸
権
利
の
あ
り
方
に
対
峙
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ（
3
）う。

　
こ
う
し
た
緊
急
事
態
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
そ
の
中
で
何
を
、
誰
を
、
ど
の
よ
う
に
守
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
決
め
得
る

主
体
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
か
。
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
記
し
た
『
政
治
神
学
』
で
「
主
権
者

と
は
、
例
外
状
況
に
か
ん
し
て
決
定
を
く
だ
す
者
を
い
う
」
と
記
し
て
い（
4
）る。
そ
し
て
主
権
の
定
義
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
中
で
、
例
外

状
況
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、「
政
治
に
お
け
る
「
例
外
状
況
」
と
は
現
行
の
法
秩
序
が
停
止
さ
れ
る
状
況
を
意

味
し
、
時
に
は
人
び
と
の
生
死
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
状
況
に
も
な（
5
）る」。

人
の
命
を
守
る
た
め
に
、
特
別
措
置
法
な
ど
に
よ
り
既
存
の
法
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秩
序
が
一
時
的
に
制
限
さ
れ
る
現
下
の
コ
ロ
ナ
禍
は
、
世
界
全
体
が
こ
の
例
外
状
況
に
お
か
れ
た
状
態
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
そ
ん
な
中
で
、
感
染
か
ら
人
々
を
守
る
対
策
の
主
体
と
し
て
は
、
政
府
が
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
感
染
が
拡
大
し

始
め
る
と
、
各
国
は
国
境
を
閉
鎖
し
、
物
流
を
止
め
、
国
際
機
関
の
役
割
を
軽
視
す
る
よ
う
に
な
っ（
6
）た。
二
〇
二
〇
年
一
月
三
〇
日
に

「
国
際
的
に
懸
念
さ
れ
る
公
衆
衛
生
上
の
緊
急
事
態
」
を
宣
言
し
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
構
）
は
、
そ
の
反
応
が
遅
く
、
中
国
政
府
寄
り

と
み
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
信
頼
を
大
き
く
低
下
さ
せ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
そ
れ
ま
で
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
歳
入
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
負
担
し
て

い
た
が
、
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
は
そ
の
中
国
寄
り
の
姿
勢
を
批
判
し
、
拠
出
金
の
停
止
を
発
表
す
る
事
態
に
至
っ（
7
）た。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
を
中
心
と

す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
あ
ま
り
有
効
に
機
能
し
な
い
中
、
コ
ロ
ナ
対
策
は
各
国
に
委
ね
ら
れ
、
政
府
や
自
治
体
主

導
の
感
染
予
防
策
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
政
策
の
巧
拙
は
別
と
し
て
も
、
国
家
主
権
の
内
側
に
い
る
者
は
守
ら
れ

る
が
、
そ
の
外
側
に
い
る
者
は
保
護
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
生
じ
て
い
る
。
外
側
に
い
る
者
に
は
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
や
救
急
医
療
は

お
ろ
か
、
感
染
を
防
ぐ
た
め
の
衛
生
的
な
水
や
、
コ
ロ
ナ
の
現
状
に
つ
い
て
の
十
分
な
情
報
す
ら
届
か
な
い
状
態
が
起
き
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
は
、
主
権
国
家
体
制
の
中
で
ど
う
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
ら
は
既
存
の
秩
序
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え

得
る
の
か
。
本
稿
で
は
中
東
を
中
心
と
し
た
事
例
に
基
づ
き
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
主
権
国
家
の
役
割
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
る
。
各
々
が
お
か
れ
た
政
治
状
況
の
た
め
、
主
権
を
も
た
な
い
、
ま
た
は
行
使
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
人
々
に
焦
点
を
当
て
な
が

ら
、
コ
ロ
ナ
後
の
世
界
に
お
け
る
主
権
国
家
の
機
能
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
解
き
明
か
し
て
い
き
た
い
。



法学政治学論究　第131号（2021.12）

30

二
　
主
権
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
々

㈠
　
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
権
論
か
ら
の
理
論
的
展
開

　
現
在
、
世
界
を
襲
っ
て
い
る
危
機
的
事
態
に
対
し
て
、
主
権
国
家
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
き
た
の
か
。
以

下
で
は
ま
ず
、
政
治
思
想
史
に
お
け
る
流
れ
を
振
り
返（
8
）る。

　
極
度
に
急
迫
し
た
例
外
状
況
に
お
い
て
、
主
権
者
は
法
に
代
わ
っ
て
国
家
を
支
え
る
役
目
を
担
う
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
論
じ
た
。
第
一
次

世
界
大
戦
後
に
も
た
ら
さ
れ
た
安
定
を
、
彼
は
「
一
時
的
な
ま
や
か
し
で
し
か
な
い
」
と
捉
え
、
再
度
危
機
が
到
来
す
る
な
ら
新
し
い
秩

序
構
築
の
た
め
に
、
主
権
者
は
旧
来
の
法
規
範
を
根
底
か
ら
覆
す
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い（
9
）た。
例
外
状
態
は
通
常
状
態
に
優
越
し
、
規
則

が
例
外
を
つ
く
る
の
で
は
な
く
、
例
外
が
規
則
を
つ
く
る
。
そ
の
「
究
極
的
決
定
の
専
有
者
」
こ
そ
が
主
権
者
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
彼

の
主
張
）
10
（
だ
。

　
他
方
で
、
同
様
に
決
定
す
る
力
を
重
視
し
た
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
、「
最
終
的
に
拘
束
力
を
持
つ
決
定
を
下
し
、
革
命
や
内
戦
の
よ
う
な

法
執
行
の
危
機
に
お
い
て
、
そ
の
国
土
の
諸
法
を
執
行
す
る
究
極
的
責
任
を
持
つ
国
家
内
部
の
権
威
が
、
主
権
者
で
あ
る
」
と
述
べ
）
11
（
た
。

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
主
権
国
家
を
、「
法
的
拘
束
か
ら
独
立
し
て
最
高
法
を
つ
く
り
、
法
を
執
行
す
る
権
威
」
だ
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
し

て
主
権
者
は
国
家
全
体
な
の
で
は
な
く
、
国
家
内
部
で
最
高
の
権
限
を
も
つ
も
の
、
つ
ま
り
政
府
が
主
権
を
も
つ
こ
と
を
示
唆
し
）
12
（

た
。

　
こ
れ
ら
の
議
論
に
共
通
す
る
の
は
、
第
一
に
、
主
権
者
は
危
機
や
例
外
状
態
に
お
い
て
決
定
す
る
権
限
を
も
つ
こ
と
、
第
二
に
、
主
権

が
既
存
の
法
に
優
越
す
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
下
に
お
け
る
現
今
の
状
況
に
、
お
お
よ

そ
合
致
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
外
的
な
危
機
の
も
と
、
法
に
よ
り
守
ら
れ
る
は
ず
の
人
々
の
自
由
は
制
限
さ
れ
、
新
た
な
決
定
に
よ
り
各

国
政
府
は
防
疫
措
置
の
た
め
の
法
や
ル
ー
ル
を
策
定
す
る
。
そ
こ
で
決
定
権
限
を
も
つ
の
は
政
府
で
あ
り
、
国
民
は
間
接
民
主
主
義
に
基
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づ
き
選
出
さ
れ
た
政
府
に
信
任
を
与
え
、
政
府
は
主
権
者
で
あ
る
国
民
を
保
護
す
る
、
と
い
う
構
図
が
推
定
さ
れ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
拡
大
と
い
う
未
曾
有
の
危
機
に
対
抗
す
る
た
め
、
国
民
は
主
権
者
と
し
て
政
府
に
決
定
権
限
を
授
与
し
、
既
存
の
法
の
枠
組

み
に
と
ら
わ
れ
な
い
有
効
な
政
策
を
打
ち
出
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
と
は
い
え
、
す
べ
て
の
人
が
現
行
の
体
制
下
で
十
分
に
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
主
権
が
国
家
と
結
合
し
た
主

権
国
家
に
よ
る
世
界
秩
序
、
す
な
わ
ち
主
権
国
家
体
制
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
発
祥
の
後
、
二
度
の
世
界
大
戦
を
経
て
世
界
規
模
に
拡
大
・

浸
透
し
た
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
な
い
人
々
は
い
ま
だ
に
存
在
す
る
か
ら
だ
。
主
権
国
家
は
国
内
に
向
け
て
は
、
国
民
と
い
う
成
員
資
格
に

基
づ
く
参
政
権
や
、
社
会
福
祉
の
保
障
体
制
と
し
て
機
能
し
得
る
が
、
そ
の
成
員
資
格
を
完
全
に
は
満
た
さ
な
い
者
は
必
ず
し
も
保
障
の

対
象
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
国
外
に
対
し
て
は
、
国
家
主
権
が
国
際
関
係
の
中
で
認
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
他
国
に
よ
る
承
認
に
よ
っ

て
初
め
て
主
権
国
家
か
ら
成
る
国
際
体
制
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
対
内
的
、
ま
た
は
対
外
的
に
こ
の
シ
ス
テ
ム

に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
主
体
は
、
不
十
分
な
主
権
し
か
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
主
権
国
家
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
て
も
、

紛
争
や
政
変
、
経
済
危
機
な
ど
に
よ
り
実
質
的
に
国
家
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
主
権
者
が
決
定
力
を
行

使
し
て
国
民
を
十
分
に
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
共
同
体
の
あ
り
方
が
、
こ
う
し
た
原
理
的
な
国
民
国
家
の
枠
組
み
に
厳
密
に
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ベ
ッ
ク
の
い
う
「
第
二
の
近
代
」
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
拡
大
に
伴
い
国
民
の
自
明
性
は
ゆ
ら
ぎ
、「
わ
れ
わ
れ
＝
国
民
」
と
「
か
れ

ら
＝
外
国
人
」
を
分
節
化
す
る
境
界
線
は
再
審
に
付
さ
れ
）
13
（

る
。
人
や
情
報
、
思
想
や
文
化
の
移
動
が
加
速
化
す
る
中
、
遠
隔
地
間
を
結
ぶ

宗
教
共
同
体
や
、
ロ
ー
カ
ル
な
地
方
組
織
に
対
し
て
、
よ
り
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
抱
く
人
々
も
出
て
き
て
い
る
。
世
界
規
模
で
運

動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拡
大
し
た
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
」
は
、
そ
の
忌
ま
わ
し
き
証
左
を
見
せ
つ
け
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
人
々
の

生
に
介
入
す
る
生
権
力
が
、
国
家
の
み
で
な
く
、
そ
の
上
位
に
あ
る
国
際
機
構
や
、
下
位
の
地
方
自
治
体
、
企
業
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
い
っ
た
私

的
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
も
担
わ
れ
る
現
象
は
、
多
様
な
分
野
で
確
認
さ
れ
て
き
）
14
（
た
。
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し
か
し
そ
う
し
た
新
た
な
近
代
の
姿
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
そ
の
多
元
主
義
的
・
相
対
的
あ
り
方
へ
の
志
向
か
ら
失
速
し
つ
つ
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
感
染
予
防
対
策
の
主
導
権
を
握
る
政
府
や
地
方
自
治
体
は
、
緊
急
事
態
宣
言
の
発
令
な
ど
を
通
し
て
私

的
ア
ク
タ
ー
の
行
動
を
制
限
し
、
給
付
金
の
受
け
取
り
主
体
な
ど
保
護
の
対
象
を
決
め
て
い
る
。
そ
の
過
程
で
は
、
主
権
の
所
在
が
よ
り

一
層
明
示
さ
れ
、
例
外
状
況
に
お
い
て
「
誰
を
生
か
す
か
」
の
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
。
よ
り
規
模
の
小
さ
い
私
的
ア
ク
タ
ー
は
、
国
家

の
定
め
た
ル
ー
ル
に
従
わ
ざ
る
を
得
ず
、
国
際
機
構
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
感
染
防
止
対
策
で
強
い
指
導
力
を
発
揮
で
き

な
い
で
い
る
。
こ
の
ま
ま
国
家
主
権
か
ら
疎
外
さ
れ
る
中
で
、「
生
か
す
」
対
象
に
選
ば
れ
な
か
っ
た
人
々
は
厳
し
い
状
況
を
甘
受
す
る

し
か
な
い
の
か
。
難
民
認
定
を
受
け
た
イ
タ
リ
ア
を
離
れ
て
ド
イ
ツ
に
住
む
難
民
の
ハ
キ
ム
の
言
葉
は
、
そ
ん
な
不
安
な
状
況
を
象
徴
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
、
自
分
の
こ
と
だ
け
で
精
い
っ
ぱ
い
だ
。
他
人
の
こ
と
に
は
関
心
が
な
い
。
ま
し
て
難

民
な
ど
眼
中
に
な
）
15
（
い
」

　
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
、
い
ず
れ
も
自
身
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
必
要
な
決
定
を
下
せ
る
立
場
に
な
い
人
々
の
事
例
を
取

り
上
げ
て
、
検
討
を
加
え
る
。
本
論
で
は
彼
ら
を
、「
主
権
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
々
」
と
呼
ぶ
。
彼
ら
の
お
か
れ
た
状
態
は
、
コ
ロ
ナ
禍

と
い
う
例
外
状
況
に
よ
っ
て
一
層
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
主
権
を
行
使
し
、
必
要
な
決
定
を
下
せ
る
か
否
か
と
い
う

問
題
は
、
保
護
を
受
け
ら
れ
る
か
否
か
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
。
マ
ス
ク
の
配
布
や
衛
生
的
な
居
住
環
境
の
確
保
な
ど
、
物
理
的
な
対

策
や
保
護
は
、
外
部
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
支
援
に
頼
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
支
援
は
各
外
部
ア
ク
タ
ー
の
計
画
や
経
済
状
態

に
依
存
し
、
長
期
に
わ
た
り
安
定
的
に
享
受
で
き
る
確
実
性
は
期
待
で
き
な
い
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
期
に
入
り
、
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
救

済
事
業
機
関
（
Ｕ
Ｎ
Ｒ
Ｗ
Ａ
）
は
、
そ
れ
ま
で
全
体
の
三
割
を
占
め
て
い
た
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
拠
出
金
を
打
ち
切
ら
れ
、
事
業
を
縮
小
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
）
16
（
た
。
こ
う
し
た
顚
末
は
、
福
祉
や
社
会
保
障
を
得
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
分
配
自
体
を
含
め
た
決
定
権
を
も

つ
こ
と
の
方
が
、
よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
主
権
を
も
ち
、
例
外
状
況
に
お
い
て
決
定
を
下
せ

る
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
が
、
一
層
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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㈡
　
中
東
に
お
け
る
主
権
か
ら
の
疎
外
状
況

　
現
在
の
中
東
に
お
い
て
主
権
か
ら
疎
外
さ
れ
、
コ
ロ
ナ
禍
を
受
け
て
危
機
的
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
主
体
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う

な
類
型
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

  1
　
移
民
や
難
民
な
ど
、
出
身
国
・
滞
在
国
に
お
け
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
制
限
さ
れ
る
人
々

  2
　
パ
レ
ス
チ
ナ
な
ど
、
国
家
主
権
を
も
た
な
い
非
独
立
主
体
や
未
承
認
国
家
で
生
き
る
人
々

3
 
レ
バ
ノ
ン
な
ど
、
国
家
は
存
在
す
る
が
国
民
に
よ
る
主
権
行
使
が
機
能
不
全
に
陥
っ
た
状
態
で
生
き
る
人
々

　
こ
れ
ら
の
集
団
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
背
景
の
た
め
、
コ
ロ
ナ
禍
に
対
し
て
、
よ
り
脆
弱
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
移
民
／
難
民
は
そ
の
多
く
が
、
国
際
強
制
移
動
の
結
果
、
ま
た
は
物
理
的
な
距
離
の
た
め
、
出
身
国
か
ら
の
保
護
を
受
け
る
こ

と
が
困
難
な
状
態
に
あ
）
17
（
る
。
そ
し
て
滞
在
国
に
お
い
て
は
、
国
籍
や
永
住
権
が
な
い
こ
と
か
ら
、
国
民
と
同
等
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を

享
受
し
て
い
な
い
場
合
が
多
）
18
（
い
。
国
民
を
主
権
者
と
す
る
国
家
が
中
心
的
な
政
体
と
な
っ
た
今
日
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
政
府
に
よ
る
公

共
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
の
中
で
は
優
先
順
位
が
低
く
、
充
分
な
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
事
態
が
生
じ
る
。
と
り
わ
け
庇
護
申
請
手
続
き
の
完

了
前
や
、
申
請
が
却
下
さ
れ
た
が
送
還
停
止
の
状
態
に
あ
る
な
ど
、
統
合
過
程
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
移
民
／
難
民
の
お
か
れ
た
状
況

は
深
刻
で
あ
る
。
保
護
を
め
ぐ
る
責
任
の
所
在
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
、
コ
ロ
ナ
へ
の
感
染
予
防
対
策
は
遅
れ
、
多
く
の
人
々
が
感
染
リ

ス
ク
の
高
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。
国
と
国
と
の
は
ざ
ま
に
お
か
れ
た
人
々
の
主
権
は
、
い
か
に
し
て
行
使
さ
れ
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
、
独
立
が
い
ま
だ
認
め
ら
れ
て
い
な
い
地
域
の
非
独
立
主
体
や
未
承
認
国
家
だ
が
、
こ
れ
ら
は
確
立
し
た
国
家
主
権
が
な
い
た
め

に
、
住
民
へ
の
社
会
福
祉
を
充
分
に
供
給
す
る
体
制
で
き
て
い
な
い
。
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
パ
レ
ス
チ
で
は
、
オ
ス
ロ
合
意
に
基
づ
き
一
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九
九
四
年
に
よ
う
や
く
自
治
政
府
が
発
足
し
た
が
、
統
治
機
構
は
い
ま
だ
に
不
安
定
で
あ
る
。
立
法
評
議
会
や
行
政
機
構
の
組
織
化
は
進

ん
だ
も
の
の
、
人
の
移
動
や
物
流
の
管
理
権
は
イ
ス
ラ
エ
ル
側
に
握
ら
れ
て
お
り
、
財
政
基
盤
も
脆
弱
な
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
が
採
れ

る
対
策
は
限
ら
れ
る
。
国
家
主
権
を
も
た
な
い
脆
弱
な
政
治
体
制
で
は
、
急
速
に
感
染
拡
大
が
進
ん
だ
イ
ス
ラ
エ
ル
と
隣
接
す
る
中
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
新
た
な
脅
威
に
ど
う
立
ち
向
か
え
る
の
か
、
現
状
を
分
析
す
る
。

　
最
後
に
挙
げ
た
レ
バ
ノ
ン
は
、
政
治
腐
敗
と
財
政
破
綻
に
よ
り
政
府
機
能
が
麻
痺
し
た
国
家
の
例
で
あ
る
。
レ
バ
ノ
ン
は
一
九
四
三
年

に
フ
ラ
ン
ス
委
任
統
治
下
か
ら
独
立
し
た
後
、
宗
派
を
基
礎
に
お
く
派
閥
間
で
主
要
政
治
ポ
ス
ト
と
国
会
議
席
を
分
け
合
う
宗
派
体
制
が

と
ら
れ
て
き
た
。
内
戦
の
遺
構
と
し
て
、
シ
リ
ア
や
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
な
ど
外
部
か
ら
の
政
治
的
影
響
力
は
排
除
で
き
ず
、
独
特
の
「
決

め
な
い
政
治
」
に
よ
っ
て
微
妙
な
政
治
的
安
定
を
保
っ
て
き
）
19
（
た
。
国
内
政
治
の
機
能
不
全
は
、
汚
職
と
腐
敗
の
蔓
延
を
呼
ん
だ
。
し
か
し

そ
の
微
妙
な
均
衡
は
二
〇
一
九
年
末
、
限
界
に
達
し
、
政
府
の
増
税
案
を
契
機
に
大
規
模
な
反
政
府
デ
モ
が
連
日
繰
り
返
さ
れ
る
事
態
と

な
っ
た
。
年
が
明
け
る
と
、
そ
こ
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
加
わ
り
、
経
済
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
そ
ん
な
中
、

二
〇
二
〇
年
八
月
に
起
き
た
爆
発
事
故
は
、
さ
ら
に
混
乱
を
倍
加
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
た
。
事
故
か
ら
約
一
年
が
経
過
し
た
本
稿
脱
稿
時

点
に
お
い
て
も
、
首
都
ベ
イ
ル
ー
ト
で
は
多
く
の
家
屋
で
電
気
の
供
給
が
不
足
し
、
一
日
に
数
時
間
し
か
通
電
せ
ず
、
発
電
機
用
の
燃
料

も
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
改
善
す
る
た
め
、
レ
バ
ノ
ン
で
は
事
故
後
、
首
相
が
交
代
す
る
な
ど
し
た
が
、
内
閣
は
総
辞
職
を
繰
り
返
し
、
政
府

機
能
の
麻
痺
は
顕
著
で
あ
る
。
か
つ
て
よ
り
続
く
こ
う
し
た
機
能
不
全
に
対
す
る
政
治
不
信
か
ら
、
国
民
は
政
府
に
決
定
権
を
委
ね
ら
れ

な
い
自
己
呪
縛
の
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
破
綻
国
家
に
も
近
い
状
態
で
は
、
主
権
は
い
か
に
行
使
さ
れ
、
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う

例
外
状
況
に
ど
の
程
度
対
処
し
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ら
個
々
の
類
型
は
、
そ
れ
ぞ
れ
例
外
状
況
に
対
す
る
主
権
国
家
に
よ
る
対
応
に
、
限
界
を
つ
き
つ
け
る
存
在
と
思
わ
れ
る
。
危
機

に
対
す
る
先
の
見
通
し
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
か
れ
た
問
題
状
況
を
丁
寧
に
検
証
す
る
こ
と
か
ら
、
主
権
国
家
の
今
後
の
役
割
に
つ
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い
て
、
新
し
い
捉
え
方
や
可
能
性
へ
の
糸
口
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
で
は
紙
幅
の
関
係
で
、
主
に
第
一
と
第
二

の
類
型
に
つ
い
て
、
事
例
に
沿
っ
て
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

三
　
国
家
の
狭
間
に
お
か
れ
た
移
民
／
難
民

㈠
　
コ
ロ
ナ
禍
を
受
け
た
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
受
け
入
れ
状
況
の
変
化

　
中
東
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
め
ざ
す
移
民
／
難
民
の
移
動
の
波
は
、
二
〇
一
五
年
に
は
欧
州
難
民
危
機
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
盛
り
上
が
り

を
見
せ
、
注
目
を
集
め
た
。
そ
の
当
時
に
比
べ
れ
ば
格
段
に
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
地
中
海
を
渡
る
移
民
／
難
民
の
移
動
は
現
在
も
続

い
て
い
る
。
特
に
二
〇
二
〇
年
の
夏
は
、
北
ア
フ
リ
カ
か
ら
南
地
中
海
ル
ー
ト
を
通
り
イ
タ
リ
ア
南
部
の
ラ
ン
ペ
ド
ゥ
ー
ザ
島
に
到
着
す

る
移
民
／
難
民
の
数
が
大
き
な
増
加
を
見
せ
た
。
彼
ら
は
感
染
予
防
の
た
め
、
上
陸
前
ま
た
は
上
陸
後
に
一
四
日
間
の
隔
離
措
置
を
受
け

た
）
20
（

。
　
こ
の
よ
う
に
移
動
が
続
い
て
い
る
の
は
、
移
動
が
あ
る
意
味
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
、
人
の
移
動
に
は
一
般
に
大
き
な
規
制
が
か
け
ら
れ
て
き
た
が
、
人
道
上
の
配
慮
を
要
す
る
移
民
／
難
民
に
対
し
て

は
、
国
境
は
完
全
に
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
な
い
。
移
住
先
と
し
て
人
気
の
高
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
多
く
の
国
が
庇
護
申
請
者
に
つ
い

て
は
移
動
の
規
制
の
対
象
外
と
し
て
い
）
21
（

る
。
ま
だ
コ
ロ
ナ
禍
が
厳
し
か
っ
た
二
〇
二
〇
年
夏
の
時
点
で
す
ら
、
図
1
の
地
図
上
で
示
さ
れ

た
八
三
カ
国
は
そ
の
よ
う
な
措
置
を
と
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
移
民
／
難
民
に
と
っ
て
Ｅ
Ｕ
の
玄
関
口
と
な
っ
て
い
た

イ
タ
リ
ア
も
含
ま
れ
る
。

　
実
際
に
人
の
移
動
が
続
く
一
方
、
到
着
し
た
人
々
に
対
す
る
対
応
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
影
響
で
支
障
が
出
て
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い
る
。
各
国
で
は
感
染
予
防
対
策
や
衛
生

上
の
管
理
に
対
応
す
る
た
め
、
移
民
／
難

民
の
庇
護
申
請
の
審
査
手
続
き
に
一
部
で

変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
）
22
（

た
。
難
民
キ
ャ
ン

プ
等
で
暮
ら
す
人
々
を
受
け
入
れ
に
同
意

し
た
国
へ
送
る
手
続
き
、
す
な
わ
ち
第
三

国
定
住
は
、
移
動
に
伴
う
安
全
が
確
保
で

き
な
い
た
め
、
二
〇
二
〇
年
三
月
半
ば
か

ら
ほ
ぼ
停
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
影
響
で
、
受
け
入
れ
国

や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
は
、
必
要
な
支
援
を
提
供
す

る
余
裕
が
な
く
な
っ
た
。
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
と

Ｉ
Ｏ
Ｍ
に
よ
れ
ば
書
類
手
続
き
自
体
は
停

止
し
な
か
っ
た
が
、
一
万
人
以
上
の
難
民

が
実
際
の
移
住
を
待
つ
状
態
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
二
〇
一
九
年
の
一
〜
八
月
に

は
四
万
四
五
二
七
人
の
難
民
が
第
三
国
定

住
を
果
た
し
た
の
に
対
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍

と
な
っ
た
二
〇
二
〇
年
の
同
じ
期
間
に
第

図１　新型コロナウイルス感染拡大後の各国の移動規制状況

（出所）UNHCR　COVID-19　Platform
（注） こちらのデータは２週間に一度更新されており、本地図は 2020 年 9 月 17 日の閲覧日に確

認したもの。https://im.unhcr.org/covid19_platform/#_ga=2.66742638.1789881933.1594899720- 
611184440.1594056193
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三
国
定
住
で
き
た
の
は
一
万
一
六
四
六
人
に
と
ど
ま
っ
）
23
（
た
。

　
同
様
に
、
庇
護
申
請
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
人
々
の
強
制
送
還
も
一
時
停
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
長
期
の
紛
争
状
態
に
あ
る
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
は
、
欧
州
難
民
危
機
の
終
息
後
、
タ
リ
バ
ン
政
権
の
復
活
以
前
で
も
、
多
く
の
移
民
／
難
民
が
出
て
い
た
。
彼
ら
の

目
的
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ド
イ
ツ
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
強
制
送
還
を
行
っ
て
き
た
が
、
二
〇
二
〇
年
三
月
以
降
は
チ
ャ
ー
タ
ー
便
の
ほ

と
ん
ど
が
運
休
と
な
っ
た
。
送
還
先
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
も
多
く
の
地
域
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
当
面
の
送
還
は
見
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
年
一
〜
三
月
の
ド
イ
ツ
か
ら
の
強
制
送
還
者
数
は
、
前
年
度
と
比
べ
て
二
七
パ
ー

セ
ン
ト
も
減
少
し
）
24
（

た
。
同
様
の
状
況
は
、
経
由
地
に
利
用
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
に
も
当
て
は
ま
る
。
と
は
い
え
送
還
を
免
れ
た
と
し
て
も
、

各
国
の
医
療
制
度
が
逼
迫
す
る
中
、
万
が
一
の
感
染
の
際
に
難
民
登
録
も
さ
れ
て
い
な
い
人
々
が
高
度
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と

は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
）
25
（
い
。

㈡
　
移
動
制
限
が
招
い
た
人
道
上
の
問
題

　
人
の
流
入
が
続
く
一
方
で
、
難
民
登
録
や
第
三
国
定
住
、
強
制
送
還
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
対
応
が
進
ま
な
い
た
め
、
多
く
の
移
民

／
難
民
に
は
そ
の
後
の
先
行
き
が
見
え
な
い
状
態
が
続
い
た
。
ギ
リ
シ
ア
の
レ
ス
ボ
ス
島
に
あ
る
モ
リ
ア
難
民
キ
ャ
ン
プ
で
は
、
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
や
シ
リ
ア
、
エ
リ
ト
リ
ア
な
ど
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
出
身
の
約
二
万
人
が
足
止
め
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
キ
ャ

ン
プ
は
最
大
三
千
人
の
収
容
を
予
定
し
て
設
計
さ
れ
た
た
め
、
内
部
は
過
密
状
態
と
な
り
、
感
染
予
防
の
た
め
必
要
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
保
つ
の
は
困
難
と
な
っ
）
26
（

た
。
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
庇
護
申
請
手
続
き
を
め
ぐ
っ
て
、
二
〇
二
〇
年
二
月
に
は
、
収
容

さ
れ
た
移
民
／
難
民
に
よ
る
抗
議
運
動
が
、
治
安
当
局
と
の
衝
突
へ
と
発
展
し
た
。
抗
議
す
る
難
民
に
対
し
て
、
治
安
警
察
が
催
涙
ガ
ス

を
投
じ
る
様
子
は
大
き
く
報
じ
ら
れ
）
27
（

た
。

　
予
定
し
て
い
た
目
的
地
に
着
く
見
通
し
の
暗
く
な
っ
た
移
民
／
難
民
の
中
に
は
、
リ
ス
ク
の
高
い
出
身
国
へ
帰
る
と
い
う
途
を
自
ら
選
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ぶ
者
も
出
て
き
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
各
地
で
失
業
率
の
上
昇
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
労
働
市
場
か
ら
の
排
除
は
帰
還
を
余
儀
な

く
さ
せ
た
。
二
〇
二
〇
年
の
一
月
一
日
か
ら
七
月
半
ば
に
か
け
て
、
約
三
七
万
五
千
人
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
難
民
が
自
発
的
に
イ
ラ
ン
か

ら
帰
国
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
イ
ラ
ン
国
内
で
の
職
や
収
入
を
失
っ
た
こ
と
や
、
医
療
を
受
診
で
き
な

い
こ
と
、
差
別
や
迫
害
を
受
け
た
こ
と
だ
っ
た
と
い
）
28
（
う
。
感
染
拡
大
は
、
国
際
慣
習
法
と
し
て
認
め
ら
れ
た
ノ
ン
・
ル
フ
ー
ル
マ
ン
原
則

す
ら
も
守
ら
れ
な
い
状
態
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
）
29
（

る
。

　
こ
う
し
た
事
態
は
、
移
民
／
難
民
の
経
由
国
や
受
け
入
れ
国
が
、
感
染
リ
ス
ク
を
下
げ
る
た
め
に
国
境
を
封
鎖
し
、
人
の
移
動
を
制
限

し
た
た
め
に
生
じ
た
。
い
わ
ば
例
外
状
況
へ
の
対
応
と
し
て
下
さ
れ
た
決
定
が
、
招
い
た
結
果
と
も
い
え
る
。
人
の
移
動
が
感
染
を
拡
大

さ
せ
る
リ
ス
ク
は
一
般
的
に
高
い
と
さ
れ
、
封
鎖
は
必
要
な
防
疫
措
置
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
当
該
状
況
を
冷
静
に
判
断
す
る
な
ら
、

移
民
／
難
民
と
い
う
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
へ
の
偏
見
か
ら
、
過
剰
な
懸
念
が
抱
か
れ
た
形
跡
も
う
か
が
わ
れ
る
。
二
〇
二
〇
年
三
月
か
ら
そ

の
年
の
年
末
の
間
、
地
中
海
を
横
断
す
る
移
民
／
難
民
の
救
助
は
そ
も
そ
も
三
回
し
か
行
わ
れ
て
い
な
）
30
（
い
。
ま
た
、
三
月
以
前
に
救
助
さ

れ
た
人
々
も
、
検
疫
の
た
め
即
時
隔
離
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
移
民
／
難
民
の
出
身
国
を
含
む
ア
フ
リ
カ
大
陸
で
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
）
31
（
た
。
国
民
国
家
に
よ
る
主
権
行
使
は
、
そ
の
国
の
国
籍
を
も
た
な
い
人
々
に
対
し
て
、

不
当
な
拘
束
と
も
な
り
得
る
行
為
を
正
当
化
す
る
機
会
を
与
え
た
と
い
え
る
。

　
移
民
／
難
民
の
間
で
確
認
さ
れ
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
数
は
、
完
全
な
把
握
は
難
し
い
も
の
の
比
較
的
低
い
数
字
に

抑
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
二
〇
二
〇
年
九
月
三
日
時
点
で
は
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
活
動
地
域
九
五
カ
国
で
約
一
万
八
千
人
に
と
ど
ま
っ
て

い
）
32
（

た
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
、
彼
ら
の
感
染
に
対
す
る
関
心
が
、
自
国
民
の
感
染
へ
の
関
心
と
比
べ
て
弱
く
、
検
査
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
滞
在
国
政
府
に
と
っ
て
、
送
り
帰
す
こ
と
も
で
き
な
い
移
民
／
難
民
の
感
染
確
認
は
、
対
応

の
負
担
を
い
た
ず
ら
に
増
や
す
に
過
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
他
方
で
既
に
感
染
が
報
告
さ
れ
た
国
の
う
ち
、
一
三
四
カ
国
は
難
民
の
受
け
入
れ

国
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
国
々
で
移
民
／
難
民
が
、
通
常
の
市
民
よ
り
も
脆
弱
な
保
健
医
療
イ
ン
フ
ラ
、
水
、
衛
生
施
設
へ
の
不
十
分
な
ア
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ク
セ
ス
と
い
う
生
活
環
境
で
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
）
33
（
い
。
不
法
移
民
の
場
合
は
、
当
局
に
居
場
所
を
把
握
さ
れ
る
の
を
避
け
る

た
め
、
感
染
の
疑
い
が
あ
っ
て
も
病
院
に
は
行
か
な
い
場
合
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
移
民
／
難
民
と
は
、
ひ
と
つ
の
国
家
か
ら
退
出
し
、
次
の
国
家
へ
入
る
過
程
の
状
態
に
あ
る
人
々
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
彼
ら
は

国
家
の
狭
間
に
お
か
れ
た
存
在
と
も
い
え
よ
う
。
な
か
に
は
予
め
複
数
国
籍
を
も
つ
者
も
い
る
が
、
多
く
は
双
方
の
国
か
ら
の
保
護
を
欠

い
た
、
不
安
定
な
法
的
地
位
に
い
る
。
国
境
の
閉
鎖
に
よ
っ
て
締
め
出
さ
れ
る
の
は
、
す
べ
て
の
人
で
は
な
く
、
市
民
以
外
、
す
な
わ
ち

当
該
国
で
永
住
権
を
も
た
な
い
人
だ
、
と
の
指
摘
も
あ
）
34
（
る
。
そ
れ
で
は
狭
間
に
お
か
れ
た
人
々
は
、
自
分
た
ち
の
将
来
に
対
し
て
何
の
決

定
力
も
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
示
唆
を
示
す
結
果
と
な
っ
た
の
は
、
先
に
言
及
し
た
モ
リ
ア
難
民
キ
ャ
ン
プ
で
の
事
件
で
あ
る
。
二
〇

二
〇
年
九
月
八
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
と
言
わ
れ
た
モ
リ
ア
難
民
キ
ャ
ン
プ
で
大
規
模
な
火
災
が
発
生
し
、
キ
ャ
ン
プ
住
民
の
大
半
を
占

め
る
約
一
万
三
千
人
が
住
む
場
所
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
。
移
民
／
難
民
の
お
か
れ
た
窮
状
は
世
界
各
地
で
報
道
さ
れ
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
は

緊
急
支
援
の
必
要
性
を
訴
え
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
調
査
で
、
放
火
の
犯
人
は
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
難
民
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
、
現

地
の
司
法
当
局
は
翌
週
の
一
五
日
に
六
名
を
拘
束
し
）
35
（
た
。
そ
の
う
ち
二
人
は
未
成
年
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
放
火
し

た
の
は
、
難
民
キ
ャ
ン
プ
の
環
境
に
不
満
を
抱
き
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
た
め
だ
っ
た
と
も
報
道
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
放
火
は
抗
議

行
動
で
あ
り
、
彼
ら
は
強
制
的
手
段
に
よ
っ
て
自
己
決
定
権
を
行
使
し
よ
う
と
し
た
と
も
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
火
事
を
受
け
て
、
ギ
リ
シ
ア
政
府
は
別
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
を
新
た
に
設
置
す
る
方
針
を
早
々
に
表
明
し
、
欧
州
委
員
会
で
は
難
民
の
庇

護
申
請
手
続
き
の
改
革
が
協
議
に
付
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
政
府
は
一
五
〇
〇
人
の
難
民
と
、
同
伴
者
の
い
な
い
一
五
〇
人
の
難
民
の
子
ど
も

の
受
け
入
れ
を
表
明
し
）
36
（
た
。
こ
う
し
た
事
件
の
顚
末
は
、
放
火
の
容
疑
が
正
し
け
れ
ば
、
彼
ら
の
目
的
が
一
定
程
度
達
成
さ
れ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。

　
ギ
リ
シ
ア
政
府
や
国
際
機
関
に
よ
る
一
時
的
保
護
の
努
力
を
裏
切
り
、
人
命
を
危
険
に
さ
ら
し
て
ま
で
放
火
に
及
ん
だ
こ
と
は
、
言
う
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ま
で
も
な
く
咎
め
ら
れ
る
べ
き
行
為
で
あ
る
。
非
常
事
態
を
敢
え
て
作
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
権
利
保
護
を
一
方
的
に
迫
る
や
り

方
は
、
国
内
法
的
に
は
強
要
罪
に
近
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
国
家
の
狭
間
に
お
か
れ
、
自
己
の
運
命
に
つ
い
て
何
の
決
定
権
も
も
た
ず
、

過
度
な
感
染
の
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
た
ま
ま
、
た
だ
延
々
と
待
つ
し
か
な
い
立
場
に
お
か
れ
た
人
々
を
ど
こ
ま
で
責
め
、
裁
く
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
た
だ
、
最
も
望
ま
し
く
な
い
形
で
、
誰
に
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
本
来
あ
る
べ
き
主
権
を
行
使
し
よ
う
と
し
た

だ
け
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
こ
の
事
件
は
、
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
例
外
状
態
に
お
け
る
主
権
国
家
と
い
う
制
度
の
限
界
の
一
端

を
垣
間
見
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
。

四
　
紛
争
下
の
パ
レ
ス
チ
ナ
の
主
権

㈠
　
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
の
感
染
対
策
と
主
権
の
制
限

　
コ
ロ
ナ
禍
に
対
し
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
と
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
に
よ
る
個
別
の
感
染
対
策
が
採
ら
れ
た
。
社
会

状
況
も
異
な
る
た
め
、
感
染
傾
向
は
異
な
る
推
移
を
見
せ
て
い
る
。
と
は
い
え
地
理
的
な
隣
接
性
や
往
来
の
影
響
も
一
部
で
み
ら
れ
、
自

治
政
府
の
政
策
に
は
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
と
の
関
係
に
お
け
る
主
権
の
制
限
が
影
を
落
と
し
て
い
る
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
最
初
の
感
染
が
イ
ス
ラ
エ
ル
国
内
で
確
認
さ
れ
た
の
は
、
二
〇
二
〇
年
二
月
二
七
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
政
府

に
よ
る
対
応
は
早
く
、
二
月
末
に
は
感
染
拡
大
が
み
ら
れ
る
国
か
ら
の
入
国
制
限
が
導
入
さ
れ
）
37
（
た
。
医
療
体
制
の
拡
充
も
迅
速
で
、
第
一

波
の
感
染
者
数
は
比
較
的
抑
え
ら
れ
た
規
模
と
な
っ
た
。
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
で
は
、
同
年
三
月
五
日
に
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
の
ベ
ツ

レ
ヘ
ム
で
最
初
の
感
染
者
が
確
認
さ
れ
た
。
自
治
政
府
は
す
ぐ
に
緊
急
事
態
宣
言
を
出
し
、
ま
ず
は
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
地
区
で
、
続
け
て
三
月

二
二
日
に
は
他
の
地
区
で
も
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
が
発
令
さ
れ
た
。
そ
の
効
果
も
あ
り
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
の
感
染
者
数
お
よ
び
死
者
数
は
、
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二
〇
二
〇
年
五
月
ま
で
の
段
階
で
は
周
辺
地
域
と
比
べ
て
も
相
対
的
に
低
く
抑
え
ら
れ
）
38
（
た
。

　
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
の
初
期
段
階
に
お
け
る
対
応
は
、
表
面
的
に
は
同
様
の
迅
速
さ
と
効
果
を
上
げ
た
よ
う
に
見
え

る
。
と
は
い
え
自
治
政
府
に
と
っ
て
そ
の
迅
速
さ
は
、
よ
り
急
迫
し
た
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
主
権
に
制

限
の
あ
る
自
治
政
府
に
と
っ
て
は
、
緊
急
事
態
に
対
し
て
行
使
で
き
る
決
定
権
に
制
約
も
大
き
く
、
小
規
模
な
感
染
拡
大
で
も
歯
止
め
が

利
か
な
く
な
り
、
破
滅
的
な
結
果
を
生
む
恐
れ
が
あ
り
得
た
か
ら
だ
。

　
パ
レ
ス
チ
ナ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
間
で
の
主
権
を
め
ぐ
る
対
立
は
、
戦
間
期
に
さ
か
の
ぼ
る
。
現
在
の
イ
ス
ラ
エ
ル
お
よ
び
パ
レ
ス
チ
ナ

自
治
区
に
あ
た
る
土
地
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
イ
ギ
リ
ス
の
委
任
統
治
下
に
入
っ
た
が
、
国
際
連
盟
規
約
第
二
三
条
で
定
め
ら
れ
た

委
任
統
治
シ
ス
テ
ム
は
、
国
際
法
上
で
主
権
の
所
在
を
明
確
に
決
す
る
の
が
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
）
39
（
た
。
独
立
国
家
の
樹
立
を
求
め
る
ユ

ダ
ヤ
と
ア
ラ
ブ
は
衝
突
し
、
イ
ギ
リ
ス
軍
の
撤
退
と
と
も
に
起
き
た
第
一
次
中
東
戦
争
に
勝
利
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
が
、
国
家
と
し
て
の
主

権
を
確
立
し
た
。
戦
敗
国
と
な
っ
た
パ
レ
ス
チ
ナ
は
、
国
際
連
合
憲
章
に
規
定
さ
れ
た
「
人
民
の
自
決
」
を
求
め
、
独
立
闘
争
を
展
開
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
旧
植
民
地
各
国
は
、「
す
べ
て
の
人
民
の
主
権
的
権
利
」（
一
九
六
〇
年
の
国
連
総
会
決
議
一
五
一
四
（
Ｘ
Ｖ
）「
植
民
地
独

立
付
与
宣
言
」）
を
自
決
権
と
結
び
つ
け
て
捉
え
、
運
動
を
展
開
し
）
40
（
た
。
主
権
平
等
の
主
張
は
後
に
下
火
と
な
る
が
、
主
権
は
国
際
社
会
に

埋
め
込
ま
れ
た
規
範
の
ひ
と
つ
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
）
41
（

る
。

　
未
承
認
国
家
と
し
て
の
パ
レ
ス
チ
ナ
を
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
を
中
心
と
す
る
ア
ラ
ブ
諸
国
な
ど
が
政
治
的
に
後
押
し

し
た
。
し
か
し
第
三
次
中
東
戦
争
後
の
ア
ラ
ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
衰
退
は
、
地
域
政
治
の
構
図
変
化
を
意
味
し
た
。
パ
レ
ス
チ

ナ
は
、
北
キ
プ
ロ
ス
に
と
っ
て
の
ト
ル
コ
や
、
南
オ
セ
チ
ア
に
と
っ
て
の
ロ
シ
ア
の
よ
う
な
パ
ト
ロ
ン
国
家
か
ら
、
国
家
独
立
に
向
け
た

政
治
的
な
支
持
や
、
軍
事
・
経
済
的
な
支
援
を
期
待
で
き
な
く
な
っ
）
42
（
た
。
二
〇
二
〇
年
末
の
Ｕ
Ａ
Ｅ
や
バ
ー
レ
ー
ン
な
ど
に
よ
る
対
イ
ス

ラ
エ
ル
和
平
の
締
結
は
、
ア
ラ
ブ
対
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う
対
立
の
構
図
が
過
去
の
遺
物
と
化
し
た
こ
と
を
決
定
的
に
裏
付
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
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歴
史
的
な
中
東
和
平
の
契
機
と
し
て
注
目
を
集
め
た
一
九
九
三
年
の
オ
ス
ロ
合
意
（「
原
則
宣
）
43
（

言
」）
で
す
ら
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
国
家
主

権
を
明
確
に
認
め
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
合
意
に
基
づ
き
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
お
よ
び
ガ
ザ
地
区
に
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
が
で

き
た
。
と
は
い
え
原
則
宣
言
の
全
文
を
見
渡
し
て
も
、「
主
権
（sovereignty

）」
や
「
自
治
（autonom

y

）」
の
文
字
は
な
い
。
パ
レ
ス
チ

ナ
暫
定
自
治
政
府
（a Palestinian Interim

 Self-G
overnm

ent Authority

）
を
選
出
し
て
、
五
年
以
内
に
恒
久
的
解
決
を
導
く
べ
し
、
と
期

限
を
定
め
た
の
が
原
則
宣
言
の
趣
旨
で
あ
っ
）
44
（

た
。

　
一
九
九
五
年
に
結
ば
れ
た
「
オ
ス
ロ
）
45
（
Ⅱ
」
は
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
と
ガ
ザ
地
区
内
に
お
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
の
間
の

管
理
権
限
を
定
め
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
Ａ
地
区
と
Ｂ
地
区
で
は
土
地
の
法
的
管
轄
と
民
政
上
の
権
力
（civil pow

ers

）
が
パ
レ
ス
チ
ナ

評
議
会
に
委
ね
ら
れ
）
46
（
た
。
安
全
保
障
に
関
し
て
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
撤
退
後
、
Ａ
地
区
で
は
「
治
安
（internal security

）」
お
よ
び

「
公
的
秩
序
（public order

）」
維
持
の
両
権
限
お
よ
び
責
任
を
、
パ
レ
ス
チ
ナ
側
が
担
う
こ
と
に
な
っ
）
47
（

た
。
Ｂ
地
区
で
は
パ
レ
ス
チ
ナ
人

に
と
っ
て
の
「
公
的
秩
序
」
の
維
持
の
み
を
パ
レ
ス
チ
ナ
側
が
担
い
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
を
テ
ロ
の
脅
威
か
ら
守
る
た
め
に
イ
ス
ラ
エ
ル
側

が
「
治
安
（security

）」
に
関
す
る
「
越
境
的
な
責
任
（overriding responsibility

）」
を
負
う
と
さ
れ
）
48
（
た
。
Ｃ
地
区
に
関
し
て
は
、
領
域

的
管
轄
は
そ
の
後
の
漸
次
的
な
移
管
に
委
ね
ら
れ
る
と
さ
れ
）
49
（
た
。
つ
ま
り
和
平
交
渉
の
結
果
、
パ
レ
ス
チ
ナ
側
に
行
政
と
治
安
管
理
の
両

権
限
が
与
え
ら
れ
た
の
は
Ａ
地
区
の
み
で
あ
り
、
Ｂ
地
区
で
は
行
政
と
治
安
管
理
の
一
部
の
み
を
任
せ
ら
れ
、
Ｃ
地
区
で
は
全
権
限
を
ひ

き
続
き
イ
ス
ラ
エ
ル
側
が
行
使
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
地
区
ご
と
の
正
確
な
面
積
は
不
明
だ
が
、
二
〇
一
九
年
時
点
で
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸

地
区
で
は
Ａ
地
区
と
Ｂ
地
区
が
合
わ
せ
て
約
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
残
り
六
二
パ
ー
セ
ン
ト
は
Ｃ
地
区
が
占
め
る
と
さ
れ
）
50
（
る
。
パ
レ
ス
チ

ナ
の
主
権
は
、
和
平
交
渉
開
始
後
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
間
で
曖
昧
か
つ
特
殊
な
状
態
に
お
か
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

㈡
　
安
全
保
障
と
し
て
の
移
動
の
管
理
と
コ
ロ
ナ
禍

　
主
権
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
特
殊
な
条
件
下
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
重
視
し
た
の
は
治
安
管
理
の
た
め
の
、
人
と
モ
ノ
の
移
動
の
管
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理
で
あ
っ
た
。
離
散
を
強
い
ら
れ
た
パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
よ
る
越
境
攻
撃
を
防
ぐ
こ
と
が
当
初
の
狙
い
で
あ
っ
た
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
占
領

下
に
残
さ
れ
た
パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
と
っ
て
は
、
自
由
な
移
動
や
交
易
は
不
可
能
と
な
り
、
産
業
基
盤
の
発
展
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
オ
ス
ロ
合
意
後
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
は
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
と
の
間
で
治
安
と
越
境
管
理
の
協
力
体
制
を
構
築
し
た
。
オ
ス
ロ
Ⅱ

は
第
一
二
条
で
Ｄ
Ｃ
Ｏ
（D

istrict Coordination O
ffice

）
の
設
立
を
定
め
、
そ
の
指
揮
下
に
置
か
れ
た
Ｃ
Ｏ
Ｇ
Ａ
Ｔ
（The Coordinator of 

G
overnm

ent Activities in the Territories

）
が
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
間
の
人
の
移
動
と
物
流
の
許
可
を
統
括
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
い
わ
ば
両
者
の
主
権
（
パ
レ
ス
チ
ナ
側
に
は
大
き
な
制
約
が
伴
う
も
の
の
）
領
域
間
で
の
調
整
機
構
と
も
い
え
る
。
　

　
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
で
の
礼
拝
や
親
族
訪
問
の
他
に
、
自
治
区
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
側
へ
の
移
動
で
大
き
な
割
合
を
占
め
た
の
は
、
出
稼
ぎ

労
働
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
タ
イ
や
中
国
な
ど
か
ら
の
ア
ジ
ア
系
労
働
者
が
増
え
る
以
前
は
、
自
治
区
か
ら
通
う
パ
レ
ス
チ

ナ
人
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
と
っ
て
安
価
な
労
働
力
と
し
て
便
利
な
存
在
で
あ
っ
た
。
他
方
で
、
賃
金
の
高
い
イ
ス
ラ
エ
ル
側
で
の
出
稼
ぎ

労
働
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
と
っ
て
貴
重
な
収
入
源
で
あ
っ
）
51
（
た
。
近
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
経
済
成
長
を
受
け
て
、
自
治
区
側
の
イ
ス
ラ
エ

ル
に
対
す
る
経
済
的
依
存
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
）
52
（

る
。

　
だ
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
と
い
う
例
外
状
況
に
お
い
て
、
境
界
線
の
管
理
は
自
己
防
衛
的
に
働
き
、
主
権
者
で
あ
る

国
民
以
外
に
対
す
る
保
護
の
優
先
度
は
下
が
る
。
紛
争
の
当
事
者
間
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
と
い
え
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
と
イ
ス
ラ

エ
ル
の
間
で
の
越
境
移
動
は
、
管
轄
領
域
の
狭
間
で
看
過
で
き
な
い
事
故
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
感
染
に
対
し
て
広
が
る
不
安
の
中
、

二
〇
二
〇
年
三
月
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
疑
い
が
あ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
、
イ
ス
ラ
エ
ル
警
察
が
自
治
区
の
入
り
口
ま
で

運
ん
で
路
上
に
放
置
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
）
53
（

た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
側
で
不
法
就
労
を
し
て
い
た
パ
レ
ス
チ
ナ
人
労
働
者
マ
ー
レ
ク
は
、
発

熱
な
ど
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
似
た
症
状
が
出
て
い
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
雇
い
主
は
、
彼
を
テ
ル
ア
ビ
ブ
の
イ
ヒ
ロ
ヴ
病
院
に
連
れ
て
行

き
、
応
急
措
置
と
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
が
行
わ
れ
た
が
、
病
院
側
は
同
時
に
警
察
に
通
報
し
て
い
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
警
察
は
マ
ー
レ
ク
を
自
治
区

と
の
境
界
に
あ
る
検
問
所
ま
で
運
び
、
路
上
に
放
置
し
た
。
こ
の
時
点
で
、
ま
だ
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
結
果
は
出
て
い
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
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検
問
所
に
い
た
別
の
パ
レ
ス
チ
ナ
人
が
自
治
区
側
の
救
急

車
を
呼
ん
だ
た
め
、
マ
ー
レ
ク
は
三
〇
分
後
に
は
搬
送
さ

れ
た
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
感
染
状
態
も
不
明
な
ま
ま
、

患
者
本
人
も
感
染
拡
大
も
深
刻
な
状
況
に
陥
る
可
能
性
が

あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
出
稼
ぎ
な
ど
に
よ
る
移
動
は
、
ウ
イ
ル
ス
感

染
の
リ
ス
ク
を
広
げ
る
こ
と
に
も
な
る
。
図
2
は
Ｃ
Ｏ
Ｇ

Ａ
Ｔ
発
表
に
基
づ
く
人
の
移
動
の
推
移
（
棒
グ
ラ
フ
）
と
、

Ｗ
Ｈ
Ｏ
発
表
に
基
づ
く
感
染
者
数
の
推
移
（
折
れ
線
グ
ラ

フ
）
を
示
し
た
も
の
だ
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

が
始
ま
っ
て
以
降
、
自
治
区
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
間
の
往
来

は
す
ぐ
に
遮
断
さ
れ
、
以
後
、
占
領
地
で
の
感
染
は
非
常

に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
に
よ
る
二

〇
二
〇
年
六
月
の
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
解
除
後
、
感
染
者
数
が

顕
著
に
増
加
し
て
い
る
様
子
が
分
か
）
54
（
る
。

　
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
七
月
に
入
り
再
び
往
来
が
制

限
さ
れ
て
も
、
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
内
で
の
感
染
者
数
の

増
加
は
あ
ま
り
減
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
）
55
（

る
。
こ
の
こ
と

は
、
自
治
区
側
で
は
感
染
が
イ
ス
ラ
エ
ル
側
か
ら
持
ち
込
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図２　イスラエルとパレスチナ自治区のコロナ感染者数および往来人数の推移

（出典）COGAT のデータを基に筆者作成（https://www.gov.il/en/Departments/faq/movements）
　　　 感染者数は WHO のデータを基に筆者作成（https://covid19.who.int/table）
　　　 いずれも 2020 年 9 月 18 日最終閲覧。
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ま
れ
た
後
、
一
度
入
域
し
た
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を
制
御
し
づ
ら
い
状
況
が
続
い
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
パ
レ
ス
チ

ナ
自
治
区
で
は
、
物
流
の
す
べ
て
に
つ
い
て
イ
ス
ラ
エ
ル
を
通
関
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
緊
急
事
態
と
な
っ
て
も
薬
や
医
療
機
器
な

ど
を
迅
速
に
輸
入
す
る
の
が
難
し
い
。
こ
う
し
た
主
権
へ
の
制
限
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
と
い
う
例
外
状
況
に
対

し
て
も
、
取
り
得
る
手
段
が
限
ら
れ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

㈢
　
政
治
と
宗
教
が
コ
ロ
ナ
禍
に
与
え
る
影
響

―
エ
ル
サ
レ
ム
と
ガ
ザ
地
区
、
超
正
統
派

　
和
平
交
渉
の
中
で
も
最
終
地
位
交
渉
で
の
協
議
が
予
定
さ
れ
て
い
る
エ
ル
サ
レ
ム
は
、
主
権
を
め
ぐ
る
対
立
が
特
に
激
し
い
場
所
で
も

あ
る
た
め
、
コ
ロ
ナ
感
染
に
つ
い
て
よ
り
複
雑
な
問
題
が
起
き
た
。
二
〇
二
〇
年
四
月
一
四
日
、
東
エ
ル
サ
レ
ム
の
シ
ル
ワ
ー
ン
地
区
に

開
設
さ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
検
査
所
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
警
察
に
よ
り
強
制
閉
鎖
さ
れ
、
関
係
者
が
逮
捕
さ
れ
）
56
（

た
。
シ
ル
ワ
ー
ン
地

区
で
は
当
時
、
す
で
に
四
〇
名
の
陽
性
感
染
者
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
検
査
の
拡
充
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
東
エ
ル
サ
レ
ム
で
は
検
査

キ
ッ
ト
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、
自
治
政
府
は
パ
レ
ス
チ
ナ
系
住
民
の
た
め
に
、
西
岸
地
区
で
検
体
の
培
養
確
認
を
す
る
予
定
で
検
査
所

を
設
置
し
た
。
し
か
し
イ
ス
ラ
エ
ル
は
東
西
両
エ
ル
サ
レ
ム
に
対
す
る
主
権
を
主
張
し
て
お
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
市
内
で
の
自
治
政
府
の
一

切
の
活
動
を
認
め
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
検
査
所
は
一
方
的
に
閉
鎖
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
防
疫
や
人
命
救
助
よ
り
も
、
領
土
を
め

ぐ
る
国
家
主
権
の
主
張
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
こ
こ
で
は
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。

　
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
で
は
、
政
治
的
な
分
断
の
結
果
、
地
域
別
に
異
な
る
感
染
拡
大
の
状
況
が
存
在
す
る
。
先
に
図
2
で
示
し
た
よ
う

に
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
側
と
の
労
働
者
等
の
移
動
が
多
く
、
二
〇
二
〇
年
六
月
は
そ
の
人
数
の
動
向
を
追
う
よ
う

に
し
て
感
染
が
拡
大
し
た
。
他
方
で
ガ
ザ
地
区
で
は
、
二
〇
〇
六
年
の
パ
レ
ス
チ
ナ
立
法
評
議
会
選
挙
で
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
政
党
ハ
マ
ー

ス
が
勝
利
し
た
後
、
長
き
に
わ
た
り
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
間
で
の
移
動
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
自
治
政
府
が
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区

の
フ
ァ
タ
ハ
政
権
と
ガ
ザ
地
区
の
ハ
マ
ー
ス
政
権
と
に
分
裂
し
、
ハ
マ
ー
ス
を
首
班
と
す
る
政
権
は
国
際
的
な
経
済
制
裁
下
に
お
か
れ
て



法学政治学論究　第131号（2021.12）

46

い
る
た
め
だ
。
こ
の
二
重
政
府
状
態
は
、
一
五
年
を
経
た
現
在
も
、
ま
だ
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。

　
そ
の
結
果
、
制
裁
下
の
ガ
ザ
地
区
で
は
、
も
と
も
と
外
部
と
の
往
来
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
、
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
に
近
い
状
態
に
あ
る
た
め
、

二
〇
二
〇
年
夏
ま
で
の
感
染
者
数
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
状
態
が
続
い
た
。
ガ
ザ
地
区
で
最
初
の
市
中
感
染
が
確
認
さ
れ
た
の
は
、
二
〇

二
〇
年
八
月
二
五
日
と
非
常
に
遅
い
時
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
感
染
し
た
四
人
は
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
を
訪
問
し
た
際
に
陽
性
反
応

が
確
認
さ
れ
、
そ
の
後
、
家
族
も
感
染
が
確
認
さ
れ
た
。
ガ
ザ
市
内
の
病
院
で
は
、
彼
ら
と
関
連
の
な
い
二
名
の
感
染
も
確
認
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
学
校
や
モ
ス
ク
は
即
座
に
閉
鎖
さ
れ
、
夜
間
外
出
禁
止
令
が
出
さ
れ
る
な
ど
、
厳
し
い
措
置
が
と
ら
れ
）
57
（
た
。
経
済
制
裁
下
に
お

か
れ
た
ガ
ザ
地
区
で
は
、
医
療
な
ど
必
要
物
資
の
入
手
が
困
難
で
あ
り
、
一
度
感
染
が
拡
大
す
る
と
壊
滅
的
な
状
況
に
陥
る
こ
と
が
懸
念

さ
れ
た
た
め
で
あ
）
58
（
る
。

　
と
こ
ろ
で
イ
ス
ラ
エ
ル
に
は
、
主
権
か
ら
疎
外
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
宗
教
に
基
づ
き
強
い
自
律
性
を
も
つ
集
団
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
教
超
正
統
派
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
、
彼
ら
は
国
家
主
権
に
よ
る
統
制
が
難
し
い
た
め
、
結
果
的
に
ク
ラ
ス
タ
ー
感
染
な
ど
コ

ロ
ナ
禍
の
拡
大
を
招
く
懸
念
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

　
信
仰
実
践
の
盛
ん
な
超
正
統
派
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
も
と
よ
り
密
集
し
た
環
境
で
礼
拝
や
宗
教
教
育
な
ど
を
行
っ
て
き
た
た
め
、
そ
れ
ら
の

場
を
通
し
て
集
団
内
で
の
感
染
が
拡
大
す
る
リ
ス
ク
が
高
い
。
実
際
に
コ
ロ
ナ
禍
の
初
期
か
ら
、
感
染
率
の
高
さ
が
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
国
内
の
み
な
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
内
で
も
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
や
ク
ィ
ー
ン
ズ
な
ど
超
正
統
派
の
多
い
居
住
地
区

で
は
、
何
度
も
感
染
ク
ラ
ス
タ
ー
が
発
生
し
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
四
月
二
八
日
に
は
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
地
区
で
の
ラ
ビ
（
宗
教
指
導
者
）

ハ
イ
ム
・
メ
ル
ツ
の
葬
儀
に
数
百
人
規
模
の
弔
問
者
が
集
ま
っ
た
た
め
警
察
が
出
動
し
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
守
ら
な
い
ユ

ダ
ヤ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
デ
ブ
ラ
シ
オ
市
長
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
名
指
し
批
判
す
る
な
ど
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
を
集
め
）
59
（
た
。
二
〇
二
〇

年
九
月
に
は
、
超
正
統
派
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
間
で
再
び
感
染
拡
大
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
内
の
超
正
統
派
の
陽

性
率
が
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
り
、
他
の
市
民
の
二
倍
以
上
の
数
字
と
な
る
こ
と
が
統
計
上
で
示
さ
れ
）
60
（
た
。
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超
正
統
派
の
間
で
感
染
が
拡
大
し
た
背
景
に
は
、
物
理
的
集
合
の
他
に
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
や
ア
メ
リ
カ
の
政
府
と
い
う
世
俗
権
力
以
外

に
、
彼
ら
が
信
仰
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
宗
教
的
権
威
に
対
し
て
大
き
な
決
定
権
を
委
ね
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
信

仰
を
生
活
の
基
礎
に
お
く
彼
ら
に
と
っ
て
、
日
常
生
活
の
規
律
は
居
住
国
の
世
俗
法
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
上
に
宗
教
法
に
よ
っ
て
律
さ

れ
る
。
春
の
イ
ス
ラ
エ
ル
国
内
で
の
感
染
も
、
最
終
的
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
首
席
ラ
ビ
で
あ
る
ダ
ビ
ッ
ド
・
ラ
ウ
と
イ
ツ
ハ
ク
・
ヨ
セ
フ
が

シ
ナ
ゴ
ー
グ
（
ユ
ダ
ヤ
教
の
礼
拝
施
設
）
の
閉
鎖
を
命
じ
、
政
府
に
よ
る
規
制
に
従
う
よ
う
告
示
を
出
し
た
こ
と
で
、
よ
う
や
く
終
息
に
向

か
っ
）
61
（
た
。
し
か
し
秋
は
ユ
ダ
ヤ
教
に
と
っ
て
宗
教
的
な
祝
日
が
重
な
る
時
期
に
あ
た
り
、
再
び
シ
ナ
ゴ
ー
グ
な
ど
狭
い
空
間
に
人
が
集
ま

り
祝
う
こ
と
に
よ
り
、
感
染
が
更
に
拡
大
す
る
懸
念
も
大
き
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
は
警
戒
を
強
め
、
二
〇
二
〇
年
七
月
に
イ
ス
ラ
エ
ル

政
府
か
ら
コ
ロ
ナ
対
策
局
の
責
任
者
を
任
ぜ
ら
れ
、「
コ
ロ
ナ
皇
帝
」
と
も
揶
揄
さ
れ
た
ロ
ニ
ー
・
ガ
ム
ツ
の
指
揮
の
下
で
、
国
内
の
宗

教
的
亀
裂
が
再
び
深
ま
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
）
62
（
た
。

　
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
世
俗
の
権
力
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
自
律
性
を
保
て
、
宗
教
的
主
権
を
主
張
で
き
る
の
か
と
い
う
議
論
は
、
主
に

法
的
権
利
を
め
ぐ
る
論
争
と
し
て
散
見
さ
れ
）
63
（

る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
平
時
に
お
け
る
特
定
の
組
織
の
権
利
の
擁
護
を
め
ぐ
る
主
張
で
あ
り
、

コ
ロ
ナ
禍
の
よ
う
な
例
外
状
況
に
お
い
て
、
政
府
に
よ
る
決
定
権
を
制
限
す
る
力
を
も
つ
と
主
張
で
き
る
根
拠
と
し
て
は
弱
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
他
方
で
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
に
基
づ
き
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
多
数
派
の
国
と
い
う
宗
教
的
性
格
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
掲
げ
て
建
国

さ
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
、
そ
の
建
国
精
神
の
根
幹
に
あ
た
る
超
正
統
派
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
教
実
践
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
主
張
に
一
定
程
度

譲
歩
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
国
家
主
権
の
向
か
う
方
向
性
と
し
て
、
衛
生
面
で
国
民
の
安
全
を
守
り
つ
つ
も
、
信
仰
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
独
特
の
ジ
レ
ン
マ
が
こ
う
し
た
感
染
拡
大
の
リ
ス
ク
を
生
ん
で
い
る
と
い
え
る
。
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五
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
と
い
う
人
々
の
生
死
が
か
か
っ
た
例
外
状
況
に
お
い
て
、
主
権
国
家
が
果
た
す
役
割
と

そ
の
限
界
に
つ
い
て
、
中
東
を
事
例
に
検
討
し
て
き
た
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
な
ど
を
通
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
う
ま
く
機
能

し
な
い
中
、
感
染
対
策
の
主
導
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
各
国
政
府
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
は
、
政
府
に
よ
る
保
護
対
象
と
し
て

は
、
参
政
権
を
も
つ
国
民
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
国
籍
に
基
づ
く
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
要
件
と
な
る
主
権
国
家
体
制
の

も
つ
、
本
質
的
な
限
界
と
考
え
ら
れ
る
。
政
府
に
よ
る
保
護
対
象
の
中
で
は
、
国
民
と
い
う
成
員
資
格
を
も
た
な
い
人
々
は
優
先
順
位
が

下
が
り
、
結
果
と
し
て
「
誰
を
生
か
す
か
」
の
選
択
の
中
で
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。「
主
権
か
ら
疎
外
さ
れ
た

人
々
」
に
と
っ
て
、
現
在
の
国
民
国
家
を
中
心
と
し
た
主
権
国
家
体
制
は
過
酷
な
条
件
を
突
き
付
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
移
動
が
感
染
の
リ
ス
ク
を
伴
う
中
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
中
東
諸
国
か
ら
は
、
欧
州
難
民
危
機
後
も
移
民
／
難
民
の
移

動
が
続
い
て
い
る
。
だ
が
一
方
で
、
難
民
認
定
や
第
三
国
定
住
と
い
っ
た
決
定
や
執
行
の
手
続
き
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
滞
る
傾
向
に

あ
る
。
一
部
の
国
で
は
感
染
防
止
対
策
を
採
り
な
が
ら
、
庇
護
申
請
手
続
き
が
再
開
さ
れ
た
。
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
国
家
に
よ
っ
て
の

み
認
め
ら
れ
る
現
状
に
お
い
て
、
移
民
／
難
民
の
人
権
を
保
護
す
る
上
で
は
、
受
け
入
れ
国
政
府
に
よ
る
そ
う
し
た
地
道
な
取
り
組
み
に

頼
る
し
か
な
い
。
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
上
で
、
市
民
社
会
が
果
た
し
得
る
役
割
も
大
き
い
だ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
中
心
に
、
コ

ロ
ナ
禍
の
中
で
も
庇
護
申
請
者
に
対
し
て
は
国
境
を
完
全
に
は
閉
ざ
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
国
家
が
別
の
国
家
と
の
隙
間
を
埋
め
よ
う
と

す
る
試
み
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

　
移
動
が
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
移
民
／
難
民
を
感
染
の
リ
ス
ク
か
ら
守
る
た
め
で
も
あ
る
。
だ
が
他
方
で
、
過
密
な

一
時
収
容
施
設
で
の
待
機
な
ど
感
染
の
リ
ス
ク
が
高
く
、
先
の
見
え
な
い
状
態
で
長
期
間
放
置
さ
れ
る
こ
と
は
、
移
民
／
難
民
に
対
し
て
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大
き
な
不
安
を
与
え
る
。
庇
護
申
請
を
待
つ
人
々
が
取
る
こ
と
の
で
き
る
決
定
は
、
迫
害
の
リ
ス
ク
が
高
い
出
身
国
へ
の
帰
還
か
、
難
民

認
定
さ
れ
て
統
合
過
程
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
希
望
を
抱
き
つ
つ
待
つ
こ
と
し
か
な
い
か
ら
だ
。
未
決
の
不
安
定
な
状
態
に
お
か
れ
た

人
々
の
一
部
は
、
暴
力
的
な
行
為
に
走
る
こ
と
も
あ
る
。
テ
ロ
や
暴
力
は
許
さ
れ
る
べ
き
行
為
で
は
な
い
が
、
そ
の
行
為
者
を
責
め
る
前

に
、
主
権
国
家
に
籍
を
お
く
人
々
は
、
主
権
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
々
が
お
か
れ
た
状
況
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
コ
ロ
ナ
禍
と

い
う
例
外
状
況
の
中
で
メ
ン
タ
ル
な
サ
ポ
ー
ト
を
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
移
民
／
難
民
も
同
じ
で
あ
る
。

　
移
民
／
難
民
の
よ
う
に
個
人
が
孤
立
し
た
状
態
に
な
く
て
も
、
所
属
す
る
政
体
に
確
立
し
た
主
権
が
な
い
た
め
、
例
外
状
況
へ
の
対
応

に
限
界
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
は
中
東
に
お
け
る
そ
の
例
の
一
つ
と
い
え
る
。

　
パ
レ
ス
チ
ナ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
独
立
以
前
か
ら
主
権
の
確
立
を
め
ぐ
り
対
立
を
続
け
て
き
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
第
一
次
中
東
戦
争
で

の
戦
勝
を
通
し
て
国
家
主
権
を
確
立
し
、
国
際
的
承
認
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
独
立
を
成
し
得
な
か
っ
た
パ
レ
ス
チ
ナ

は
、
自
決
権
を
主
権
平
等
の
主
張
と
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
運
動
を
展
開
し
て
き
た
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
運
動
を
後
押
し
す
る
動
き

は
戦
後
早
々
に
潰
え
、
未
承
認
国
家
と
し
て
の
パ
レ
ス
チ
ナ
は
諸
外
国
か
ら
の
政
治
的
・
経
済
的
な
後
押
し
と
い
う
面
で
も
不
利
な
立
場

に
お
か
れ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
開
始
し
た
中
東
和
平
交
渉
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
と
っ
て
建
国
の
契
機
と
な
る
か
に
思
わ
れ
た
が
、

実
際
に
は
交
渉
の
頓
挫
に
よ
り
、
主
権
の
所
在
は
曖
昧
な
状
態
に
お
か
れ
て
き
た
。

　
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
は
、
境
界
線
の
管
理
を
他
国
に
掌
握
さ
れ
て
い
る
た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
と
い
っ
た
緊
急
事

態
に
お
い
て
も
、
物
流
や
人
の
移
動
を
自
由
に
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
住
民
へ
の
安
全
の
保
障
や
福
祉
の
供
給
が
不
十
分
な
結
果

と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
脅
威
に
対
し
て
脆
弱
な
立
場
に
あ
る
。
紛
争
が
長
期
化
す
る
中
、
主
権
の
制
限
下
で
産
業
の
発
達
が
遅
れ
た
パ
レ

ス
チ
ナ
自
治
区
の
貧
困
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
へ
の
経
済
的
な
従
属
状
態
は
、
感
染
リ
ス
ク
の
拡
大
を
不
可
避
に
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
現
状
に
対
し
て
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
と
の
調
整
の
ほ
か
、
早
め
の
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
や
移
動
の
制
限
な
ど
自
衛
策
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
。
だ
が
そ
こ
に
は
限
界
も
大
き
い
。
パ
レ
ス
チ
ナ
の
場
合
は
、
フ
ァ
タ
ハ
政
権
と
ハ
マ
ー
ス
政
権
の
分
裂
も
、
統
合
的
な
政
策



法学政治学論究　第131号（2021.12）

50

の
実
施
を
困
難
に
さ
せ
て
い
る
。
統
一
政
府
の
早
期
の
樹
立
が
望
ま
し
い
が
、
国
際
社
会
や
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
対
ハ
マ
ー
ス
制
裁
が
解

除
さ
れ
な
い
限
り
は
困
難
と
い
え
よ
う
。

　
こ
れ
ら
の
類
型
に
共
通
す
る
の
は
、
国
際
的
な
危
機
が
発
生
し
た
際
に
、
一
番
保
護
か
ら
疎
外
さ
れ
、
深
刻
な
影
響
を
受
け
得
る
の
は

主
権
国
家
体
制
の
周
辺
に
お
か
れ
た
人
々
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
よ
う
に
、
疾
病
対
策
の
場
合
は
、
早
急
な
医

療
支
援
な
ど
物
資
の
提
供
が
一
定
程
度
、
有
効
で
あ
る
。
だ
が
、
主
権
を
も
た
な
い
こ
と
は
、
例
外
状
況
に
対
す
る
対
応
を
遅
ら
せ
、
緊

急
事
態
に
お
け
る
対
策
が
と
き
に
無
効
化
さ
れ
て
し
ま
う
事
態
も
生
じ
る
。
東
エ
ル
サ
レ
ム
で
の
診
療
所
の
閉
鎖
は
そ
の
一
例
と
い
え
よ

う
。
富
の
分
配
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
対
策
を
講
じ
、
法
を
作
り
執
行
す
る
こ
と
の
で
き
る
主
権
の
役
割
は
や
は
り
大
き
い
。

　「
人
権
は
主
権
の
存
在
理
由
で
あ
る
以
上
、
人
権
は
主
権
に
内
在
す
る
規
範
的
制
約
で
あ
る
」。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
の
中
で
人
権
保
障

を
実
現
す
る
た
め
に
は
「
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
よ
）
64
（
う
。
そ
の
再
検
討
の
必
要
性
を
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
と
い
う
例
外
状
況
は
わ
れ
わ
れ
に
突
き
つ
け
て
い
る
。

（
1
）  

Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
発
表
す
る
二
〇
二
一
年
九
月
二
八
日
時
点
の
数
字
。https://w

w
w.w

ho.int/em
ergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

（
二
〇
二
〇
年
九
月
二
九
日
最
終
閲
覧
）。

（
2
）  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
率
の
推
移
【
世
界
・
国
別
】https://w

eb.sapm
ed.ac.jp/canm

ol/coronavirus/vaccine.htm
l?a=1

（
二
〇
二
一
年
九
月
二
九
日
最
終
閲
覧
）。

（
3
）  Jan Zielonka, 

“Pandem
ics and the politics of space,

” New Statesm
an 

（10 -16 July 2020

）, p. 13. 

言
及
さ
れ
て
い
るterritory,  

authority, rights

に
つ
い
て
は
サ
ス
キ
ア
・
サ
ッ
セ
ン
『
領
土
・
権
威
・
諸
権
利

―
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
現
在
』
伊

豫
谷
登
士
翁
監
修
、
伊
藤
茂
訳
（
明
石
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
4
）  

Ｃ
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
田
中
浩
・
原
田
武
雄
訳
『
政
治
神
学
』（
未
來
社
、
一
九
七
一
年
）
一
一
頁
。

（
5
）  

䕃
山
宏
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
二
〇
年
）
一
八
頁
。

（
6
）  Zielonka, op. cit., p. 14.
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（
7
）  

詫
摩
佳
代
「
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
時
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」『
人
間
会
議
』
四
二
号
、
二
〇
二
〇
年
、
一
〇
二
―
一
〇
七

頁
。

（
8
）  

政
治
思
想
史
に
お
け
る
主
権
概
念
の
多
義
性
に
つ
い
て
はJens Bartelson, A

 G
enealogy of Sovereignty 

（Cam
bridge: Cam

bridge 
U
niversity Press, 1995

）
を
参
照
。

（
9
）  
篠
田
英
朗
『「
国
家
主
権
」
と
い
う
思
想

―
国
際
立
憲
主
義
へ
の
軌
跡
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
一
八
〇
―
一
八
一
頁
。

（
10
）  
Ｃ
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
前
掲
書
、
二
一
頁
。

（
11
）  

篠
田
、
前
掲
書
、
二
二
二
頁
。

（
12
）  

篠
田
、
前
掲
書
、
二
二
一
頁
。
他
に
、
国
際
政
治
学
で
の
主
権
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
てStephen D. Krasner, Sovereignty: O

rganized 
H
ypocrisy （Princeton, N

J: Princeton U
niversity Press, 1999

）
な
ど
を
参
照
。

（
13
）  

山
崎
望
「
政
治
共
同
体
の
構
成
と
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
」
宇
野
重
規
・
田
村
哲
樹
・
山
崎
望
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護

―
再
帰
化
す
る
現

代
社
会
で
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
八
二
頁
。「
第
二
の
近
代
」
に
つ
い
て
は
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
『
危
険
社
会

―
新
し
い
近

代
へ
の
道
』
東
廉
・
伊
藤
美
登
里
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
八
年
。

（
14
）  

山
崎
、
前
掲
書
、
九
一
頁
。

（
15
）  

エ
ム
ラ
ン
・
フ
ェ
ロ
ズ
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
棚
上
げ
さ
れ
た
欧
州
難
民
危
機
」
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
日
本
版
、
二
〇
二
〇
年
五
月
五
日
、

https://w
w
w.new

sw
eekjapan.jp/stories/w

orld/2020/05/post-93302.php

（
二
〇
二
〇
年
九
月
一
七
日
最
終
閲
覧
）。

（
16
）  

錦
田
愛
子
「
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
支
援
停
止
決
定
で
、
国
連
の
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
支
援
機
関
が
財
政
危
機
に
」
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
日
本
版
、
二

〇
一
八
年
九
月
一
日
、https://w

w
w.new

sw
eekjapan.jp/stories/w

orld/2018/09/post-10887.php

（
二
〇
二
〇
年
九
月
二
八
日
最
終
閲
覧
）。

（
17
）  

筆
者
は
中
東
出
身
の
離
散
し
た
ア
ラ
ブ
人
の
軌
跡
を
追
い
調
査
を
重
ね
た
経
験
を
も
と
に
、
彼
ら
の
間
で
強
制
移
動
の
中
に
も
自
発
的
意
思
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
移
動
の
反
復
の
過
程
で
移
民
と
難
民
の
経
験
が
重
複
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
、
必
要
と
さ
れ
る
保
障
や
移
動
に
際
し
て

の
法
的
手
続
き
に
違
い
が
少
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
移
民
、
難
民
、
国
内
避
難
民
、
帰
還
難
民
、
無
国
籍
者
ら
を
含
む
分
析
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て

「
移
民
／
難
民
」
と
い
う
概
念
を
使
用
し
て
い
る
。
錦
田
愛
子
編
著
『
移
民
／
難
民
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
』（
有
信
堂
、
二
〇
一
六
年
）
五
頁
。

（
18
）  

こ
こ
で
い
う
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
、
国
家
へ
の
帰
属
に
基
づ
き
保
障
さ
れ
る
市
民
的
、
社
会
的
、
政
治
的
権
利
の
総
体
と
い
う
古
典
的
な
意

味
を
指
す
（
マ
ー
シ
ャ
ル
、
Ｔ
．
Ｈ
．・
ボ
ッ
ト
モ
ア
、
Ｔ
．『
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
社
会
的
階
級
』
岩
崎
信
彦
・
中
村
健
吾
訳
、
法
律
文
化
社
、

一
九
九
三
年
）。
た
だ
し
近
年
で
は
外
国
人
に
認
め
ら
れ
る
法
的
権
利
に
つ
い
て
も
議
論
が
進
ん
で
お
り
、
国
民
の
み
が
有
す
る
と
み
な
さ
れ
て
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き
た
多
く
の
権
利
が
外
国
人
に
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。（
近
藤
敦
「
民
主
国
家
に
お
け
る
外
国
人
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」
錦
田

愛
子
編
著
、
前
掲
書
、
一
四
―
三
五
頁
）。

（
19
）  

末
近
浩
太
「
レ
バ
ノ
ン

―
『
決
め
な
い
政
治
』
が
支
え
る
脆
い
自
由
と
平
和
」
青
山
弘
之
編
『「
ア
ラ
ブ
の
心
臓
」
に
何
が
起
き
て
い
る
の

か

―
現
代
中
東
の
実
像
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
。

（
20
）  U

N
H
CR G

lobal CO
V
ID

-19 Em
ergency Response 09 Septem

ber 2020, p. 6.

（
21
）  
例
外
的
に
Ｅ
Ｕ
圏
の
中
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
難
民
で
あ
っ
て
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
、
入

国
を
許
し
て
い
な
い
。

（
22
）  

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
初
旬
の
時
点
で
、
ド
イ
ツ
で
は
新
規
の
庇
護
申
請
手
続
き
の
た
め
の
事
情
聴
取
と
相
談
は
停
止
さ
れ
て
い
た
。
対
応
に
つ

い
て
は
各
国
語
で
情
報
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
更
新
さ
れ
て
い
る
。https://w

w
w.bam

f.de/EN
/Them

en/AsylFluechtlingsschutz/ 
asylfluechtlingsschutz-node.htm

l

　
イ
ギ
リ
ス
で
は
面
接
窓
口
が
ロ
ン
ド
ン
以
外
に
も
増
設
さ
れ
、
事
前
の
電
話
予
約
が
必
要
と
な
っ
て
い

た
。
ま
た
二
〇
二
〇
年
七
月
か
ら
は
ビ
デ
オ
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）
で
の
面
接
が
再
開
さ
れ
た
。https://righttorem

ain.org.uk/changes-to-the-
asylum

-process-due-to-covid-19/ （
と
も
に
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
六
日
最
終
閲
覧
）。

（
23
）  U

N
H
CR CO

V
ID

-19 and refugees. 

“Resettlem
ent.

” https://storym
aps.arcgis.com

/stories/95cc3b65d9264cf3b80fffef0daa0358

（
二
〇
二
〇
年
九
月
一
七
日
最
終
閲
覧
）.

（
24
）  

実
際
に
強
制
送
還
が
行
わ
れ
た
先
は
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
セ
ル
ビ
ア
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
グ
ル
ジ
ア
な
ど
で
あ
る
。InfoM

igrants, 

“Deportations from
 G

erm
any dow

n in first quarter of 2020

”, 18 M
ay, 2020, https://w

w
w.infom

igrants.net/en/post/24809/ 
deportations-from

-germ
any-dow

n-in-first-quarter-of-2020 （
二
〇
二
〇
年
九
月
三
〇
日
最
終
閲
覧
）。

（
25
）  

フ
ェ
ロ
ズ
、
前
掲
記
事
。

（
26
）  Em

m
anuel Raju and Sonja Ayed-Karlsson, 

“CO
V
ID

-19: H
ow

 do you self-isolate in a refugee cam
p?

” International Journal 
of Public H

ealth, （2020

） 65: 515 -517.

（
27
）  

「
難
民
二
万
人
が
詰
め
込
ま
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
・
レ
ス
ボ
ス
島
、
欧
州
の
玄
関
口
で
一
触
即
発
の
危
機
」
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
日
本
版
、
二
〇
二

〇
年
二
月
一
七
日
付
、https://w

w
w.new

sw
eekjapan.jp/stories/w

orld/2020/02/2-178.php

（
二
〇
二
〇
年
九
月
一
八
日
最
終
閲
覧
）；

Ｂ

Ｂ
Ｃ
、
二
〇
二
〇
年
四
月
二
六
日
付
、https://w

w
w.bbc.com

/new
s/av/w

orld-europe-36146635

（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
六
日
最
終
閲
覧
）。

（
28
）  U

N
H
CR CO

V
ID

-19 and refugees. 

“Returns and repatriation.

” https://storym
aps.arcgis.com

/stories/95cc3b65d9264cf3b80fff
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ef0daa0358 （
二
〇
二
〇
年
九
月
一
七
日
最
終
閲
覧
）.

（
29
）  H

ans H
enri P Kluge, Zsuzsanna Jakab, et. al. 

“Refugee and m
igrant health in the CO

V
ID

-19 response,

” The Lancet, 395, 
pp. 1237 -1239.

（
30
）  M

edecins sans Frontieres, Interactive M
ap. http://searchandrescue.m

sf.org/m
ap.htm

l

（
二
〇
二
一
年
九
月
三
〇
日
最
終
閲
覧
）。

（
31
）  H

ans H
enri P Kluge, Zsuzsanna Jakab, et. al., op. cit.

（
32
）  U

N
H
C
R G

lobal C
O
V
ID

-19 Em
ergency Response 09 Septem

ber 2020, p. 1. https://reporting.unhcr.org/sites/default/
files/09092020_U

N
H
CR%

20G
lobal%

20CO
V
ID

-19%
20Em

ergency%
20Response.pdf

（
二
〇
二
〇
年
九
月
一
七
日
最
終
閲
覧
）.

（
33
）  

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
」https://w

w
w.unhcr.org/jp/25093-pr-200401.htm

l

（
二
〇
二
〇
年
九
月
一
七
日
最
終
閲
覧
）。

（
34
）  Triandafyllidou, Anna 

“Com
m
entaru: Spaces of Solidarity and spaces of Exception at the tim

es of Covid-19

” International 
M

igration, 58 （3

）, 2020, pp. 261 -263.

（
35
）  

Ｎ
Ｈ
Ｋ
二
〇
二
〇
年
九
月
一
六
日
記
事
「
ギ
リ
シ
ャ
難
民
キ
ャ
ン
プ
火
災
　
キ
ャ
ン
プ
で
生
活
の
6
人
を
拘
束
」https://w

w
w
3.nhk.or.jp/

new
s/htm

l/20200916/k10012620161000.htm
l?utm

_int=new
s_contents_new

s-m
ain_001

（
二
〇
二
〇
年
九
月
一
七
日
最
終
閲
覧
）。

（
36
）  Bernd Riegert, 

“EU
 aim

s to reform
 asylum

 policy,

” Septem
ber 23, 2020, D

W
, https://w

w
w.dw.com

/en/eu-aim
s-to-reform

-
asylum
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